
様式２－２

公益法人
の区分

国所管、
都道府県
所管の区

分

応札・応
募者数

※公益法人の区分において、「公財」は、「公益財団法人」、「公社」は「公益社団法人」、「特財」は、「特例財団法人」、「特社」は「特例社団法人」をいう。
（注）必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。

随意契約によることとした
会計法令の根拠条文及び理
由（企画競争又は公募）

契約金額
（円）

落札率
（％）

再就職
の役員
の数
（人）

公共調達の適正化について（平成18年8月25日付財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（公共工事）及び
公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年6月１日　行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開

公益法人の場合

備考
公共工事の名称、場
所、期間及び種別

契約担当官等
の氏名並びに
その所属する
部局の名称及
び 所 在 地

契約を締
結した日

契約の相手方
の商号又は名
称 及 び 住 所

予定価格
（円）
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様式２－４

公益法人
の区分

国所管、
都道府県
所管の区

分

応札・応
募者数

高齢者活躍人材確保育成事業 埼玉労働局総務部
支出負担行為担当官
中嶋　未生
さいたま市中央区新都
心11-2 ﾗﾝﾄﾞ･ｱｸｼｽ･ﾀﾜｰ
16階

令和7年4月1日 公益財団法人いきいき
埼玉
埼玉県北足立郡伊奈町
内宿台6-26

高年齢者雇用安定法第36条及び第38条
第1項第3号により国はシルバー人材セ
ンターを支援する必要があり、また、
同第37条及び第44条に基づき指定され
たシルバー人材センターを本事業の委
託先とするため、会計法第29条の3第4
項に該当する。なお、現在指定される
シルバー人材センターは各都道府県シ

47,596,000 47,400,000 99.59 0 公財 都道府県所
管

障害者就業・生活支援センター
事業（雇用安定等事業）

埼玉労働局総務部
支出負担行為担当官
中嶋　未生
さいたま市中央区新都
心11-2 ﾗﾝﾄﾞ･ｱｸｼｽ･ﾀﾜｰ
16階

令和7年4月1日 特定非営利活動法人東
松山障害者就労支援セ
ンター
埼玉県東松山市小松原
町17-19

事業実施要綱により埼玉県知事から推
薦された団体と契約締結することとさ
れており、契約の性質が競争を許さな
いことから、会計法第29条の３第４項
に該当するため。

43,009,119 43,009,118 100.00 0

障害者就業・生活支援センター
事業（雇用安定等事業）

埼玉労働局総務部
支出負担行為担当官
中嶋　未生
さいたま市中央区新都
心11-2 ﾗﾝﾄﾞ･ｱｸｼｽ･ﾀﾜｰ
16階

令和7年4月1日 社会福祉法人美里会
埼玉県児玉郡美里町小
茂田747-1

事業実施要綱により埼玉県知事から推
薦された団体と契約締結することとさ
れており、契約の性質が競争を許さな
いことから、会計法第29条の３第４項
に該当するため。

16,857,635 16,857,635 100.00 0

障害者就業・生活支援センター
事業（雇用安定等事業）

埼玉労働局総務部
支出負担行為担当官
中嶋　未生
さいたま市中央区新都
心11-2 ﾗﾝﾄﾞ･ｱｸｼｽ･ﾀﾜｰ
16階

令和7年4月1日 社会福祉法人啓和会
埼玉県久喜市六1435

事業実施要綱により埼玉県知事から推
薦された団体と契約締結することとさ
れており、契約の性質が競争を許さな
いことから、会計法第29条の３第４項
に該当するため。

33,361,381 33,284,750 99.77 0

障害者就業・生活支援センター
事業（雇用安定等事業）

埼玉労働局総務部
支出負担行為担当官
中嶋　未生
さいたま市中央区新都
心11-2 ﾗﾝﾄﾞ･ｱｸｼｽ･ﾀﾜｰ
16階

令和7年4月1日 社会福祉法人清心会
埼玉県秩父市山田1199-
2

事業実施要綱により埼玉県知事から推
薦された団体と契約締結することとさ
れており、契約の性質が競争を許さな
いことから、会計法第29条の３第４項
に該当するため。

15,611,000 15,587,792 99.85 0

障害者就業・生活支援センター
事業（雇用安定等事業）

埼玉労働局総務部
支出負担行為担当官
中嶋　未生
さいたま市中央区新都
心11-2 ﾗﾝﾄﾞ･ｱｸｼｽ･ﾀﾜｰ

令和7年4月1日 社会福祉法人あげお福
祉会
埼玉県上尾市緑丘2-2-
11

事業実施要綱により埼玉県知事から推
薦された団体と契約締結することとさ
れており、契約の性質が競争を許さな
いことから、会計法第29条の３第４項
に該当するため。

28,172,827 28,172,827 100.00 0

障害者就業・生活支援センター
事業（雇用安定等事業）

埼玉労働局総務部
支出負担行為担当官
中嶋　未生
さいたま市中央区新都
心11-2 ﾗﾝﾄﾞ･ｱｸｼｽ･ﾀﾜｰ
16階

令和7年4月1日 社会福祉法人熊谷礎福
祉会
埼玉県熊谷市下奈良
1561

事業実施要綱により埼玉県知事から推
薦された団体と契約締結することとさ
れており、契約の性質が競争を許さな
いことから、会計法第29条の３第４項
に該当するため。

24,379,886 2,437,988 10.00 0

契約の相手方
の商号又は名
称 及 び 住 所

契約金額
（円）

落札率
（％）

再就職
の役員
の数
（人）

公共調達の適正化について（平成18年8月25日付財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（物品・役務等）及び
公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年6月１日　行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開

公益法人の場合

備考
物品役務等の名称及
び 数 量

契約担当官等
の氏名並びに
その所属する
部局の名称及
び 所 在 地

契約を締
結した日

随意契約によることとした
会計法令の根拠条文及び理
由（企画競争又は公募）

予定価格
（円）
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公益法人
の区分

国所管、
都道府県
所管の区

分

応札・応
募者数

契約の相手方
の商号又は名
称 及 び 住 所

契約金額
（円）

落札率
（％）

再就職
の役員
の数
（人）

公共調達の適正化について（平成18年8月25日付財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（物品・役務等）及び
公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年6月１日　行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開

公益法人の場合

備考
物品役務等の名称及
び 数 量

契約担当官等
の氏名並びに
その所属する
部局の名称及
び 所 在 地

契約を締
結した日

随意契約によることとした
会計法令の根拠条文及び理
由（企画競争又は公募）

予定価格
（円）

障害者就業・生活支援センター
事業（雇用安定等事業）

埼玉労働局総務部
支出負担行為担当官
中嶋　未生
さいたま市中央区新都
心11-2 ﾗﾝﾄﾞ･ｱｸｼｽ･ﾀﾜｰ
16階

令和7年4月1日 社会福祉法人親愛会
埼玉県川越市中台南2-
15-10

事業実施要綱により埼玉県知事から推
薦された団体と契約締結することとさ
れており、契約の性質が競争を許さな
いことから、会計法第29条の３第４項
に該当するため。

33,880,269 33,880,269 100.00 0

障害者就業・生活支援センター
事業（雇用安定等事業）

埼玉労働局総務部
支出負担行為担当官
中嶋　未生
さいたま市中央区新都
心11-2 ﾗﾝﾄﾞ･ｱｸｼｽ･ﾀﾜｰ
16階

令和7年4月1日 社会福祉法人草加市社
会福祉事業団
埼玉県草加市柿木町
1213-1

事業実施要綱により埼玉県知事から推
薦された団体と契約締結することとさ
れており、契約の性質が競争を許さな
いことから、会計法第29条の３第４項
に該当するため。

43,063,717 43,063,717 100.00 0

障害者就業・生活支援センター
事業（雇用安定等事業）

埼玉労働局総務部
支出負担行為担当官
中嶋　未生
さいたま市中央区新都
心11-2 ﾗﾝﾄﾞ･ｱｸｼｽ･ﾀﾜｰ
16階

令和7年4月1日 社会福祉法人戸田わか
くさ会
埼玉県戸田市新曽1522-
1

事業実施要綱により埼玉県知事から推
薦された団体と契約締結することとさ
れており、契約の性質が競争を許さな
いことから、会計法第29条の３第４項
に該当するため。

27,958,566 27,907,511 99.82 0

障害者就業・生活支援センター
事業（雇用安定等事業）

埼玉労働局総務部
支出負担行為担当官
中嶋　未生
さいたま市中央区新都
心11-2 ﾗﾝﾄﾞ･ｱｸｼｽ･ﾀﾜｰ
16階

令和7年4月1日 社会福祉法人ヤマト自
立センター
埼玉県新座市菅沢1-3-1

事業実施要綱により埼玉県知事から推
薦された団体と契約締結することとさ
れており、契約の性質が競争を許さな
いことから、会計法第29条の３第４項
に該当するため。

23,002,074 23,001,550 100.00 0

令和７年度　埼玉労働局・さい
たま労働基準監督署・雇用保険
説明会場の
定期清掃業務委託

埼玉労働局総務部
支出負担行為担当官
中嶋　未生
さいたま市中央区新都
心11-2 ﾗﾝﾄﾞ･ｱｸｼｽ･ﾀﾜｰ
16階

令和7年4月1日 栄和建物管理株式会社
東京都港区南青山1-1-1
新青山ビル東館14階

事業実施要綱により埼玉県知事から推
薦された団体と契約締結することとさ
れており、契約の性質が競争を許さな
いことから、会計法第29条の３第４項
に該当するため。

10,182,519 10,182,516 100.00 0

※公益法人の区分において、「公財」は、「公益財団法人」、「公社」は「公益社団法人」、「特財」は、「特例財団法人」、「特社」は「特例社団法人」をいう。
（注）必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。
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